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平
成
十
六
年
九
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
知
的
財
産
制
度
に
お
け
る
「
法
と
経
済
学
」
的
観
点
の
重
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
三
日
受
領

答

弁

第

一

〇

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
外
一
名
提
出
知
的
財
産
制
度
に
お
け
る
「
法
と
経
済
学
」
的
観
点
の
重
要
性
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
審
議
会
等
の
委
員
等
が
「
法
と
経
済
学
」
の
分
野
に
つ
い
て
識
見
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該

委
員
等
は
日
常
的
に
幅
広
く
活
動
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
そ
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
確

定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
審
議
会
等
に
お
い
て
、
法
律
及
び
経
済
に
関
す
る
知
見
を
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
て
お
り
、
委
員
等
の
任
命
に
お
い
て
も
、
そ
の
審
議
事
項
に
応
じ
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。

な
お
、
「
法
と
経
済
学
」
の
分
野
に
つ
い
て
識
見
を
有
し
て
い
る
者
は
、
「
法
と
経
済
学
会
」
に
属
す
る
者
に
限
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
審
議
会
等
の
委
員
等
の
う
ち
当
該
学
会
の
会
員
で
あ
る
者
の
数
は
、
平
成
十
六
年

七
月
三
十
一
日
現
在
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

知
的
財
産
戦
略
本
部
（
有
識
者
）

二
名

�

知
的
財
産
戦
略
本
部
コ
ン
テ
ン
ツ
専
門
調
査
会

一
名

�

知
的
財
産
戦
略
本
部
権
利
保
護
基
盤
の
強
化
に
関
す
る
専
門
調
査
会

四
名

一



�

知
的
財
産
戦
略
本
部
医
療
関
連
行
為
の
特
許
保
護
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
調
査
会

零
名

�

文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
（
専
門
委
員
）

一
名

�

産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会

一
名

�

産
業
構
造
審
議
会
産
業
技
術
分
科
会
・
日
本
工
業
標
準
調
査
会
合
同
会
議
知
的
基
盤
整
備
特
別
委
員
会

零
名

�

工
業
所
有
権
審
議
会

零
名

�

農
業
資
材
審
議
会
種
苗
分
科
会

零
名

こ
れ
ら
の
審
議
会
等
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
考
え
に
よ
り
、
今
後
の
委
員
等
の
任
命
に
お
い
て
も
、
新
た
な
審
議
事

項
に
応
じ
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
知
的
財
産
戦
略
本
部
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
コ
ン
テ
ン
ツ
専
門
調
査
会
及
び
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
に
お

い
て
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
知
的
財
産
制
度
を
目
指
し
、
創
作
者
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
の
み
な
ら
ず
、
知

的
財
産
の
公
正
な
利
用
や
競
争
の
促
進
な
ど
、
利
用
者
や
消
費
者
の
利
益
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
適
切
に
審
議
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
内
閣
官
房
知
的
財
産
戦
略
推
進
事
務
局
、
文
化
庁
長
官
官
房
著
作
権
課
及
び
経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
文
化

二



情
報
関
連
産
業
課
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
「
法
と
経
済
学
」
の
観
点
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
必
ず
し

も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
施
策
へ
の
反
映
等
に
つ
い
て
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
法
律
及

び
経
済
に
関
す
る
観
点
な
ど
、
様
々
な
要
素
に
配
慮
し
つ
つ
所
要
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
て
お
り
、
施
策

に
応
じ
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

「
知
的
財
産
推
進
計
画
�
�
�
�
」
（
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日
知
的
財
産
戦
略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
は
、
公
正
か

つ
自
由
な
競
争
、
表
現
の
自
由
等
現
代
社
会
が
有
し
て
い
る
基
本
的
価
値
に
留
意
し
つ
つ
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
知
的
財
産

制
度
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
個
々
の
課
題
に
よ
っ
て
は
消
費
者
利
益
や
権
利
者
の
利
益
と
公
共
の
利
益
と
の
バ
ラ

ン
ス
に
留
意
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
な
ど
を
明
記
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
「
法
と
経
済
学
」
の
観
点
か
ら
の
検
証
」
等
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の

「
「
法
と
経
済
学
」
の
観
点
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
確
定
的
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
法
律
及
び
経
済
に
関
す
る
観
点
な
ど
、
様
々
な
要
素
に
配
慮
し
つ
つ
推
進
計
画
の
検

証
等
を
行
う
こ
と
は
重
要
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
事
項
に
応
じ
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


